
単位 原水基準 検査結果

1 一般細菌 個/ml 100以下 1

2 大腸菌群 ― 検出されないこと 不検出

3 カドミウム mg/l 0.01以下 0.001未満

4 水銀 mg/l 0.0005以下
0.0002未
満

5 鉛 mg/l 0.05以下 0.005未満

6 ヒ素 mg/l 0.05以下 0.001未満

7 六価クロム mg/l 0.05以下 0.001未満

8 シアン mg/l 0.01以下 0.003未満

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素

10 フッ素 mg/l 2以下 0.05未満

11 亜鉛 mg/l 5以下 0.005

12 銅 mg/l 1.0以下 0.002

13 マンガン mg/l 2以下 0.001未満

14 有機物等 mg/l 12以下（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量
として）

0.6

15 バリウム mg/l 1以下 0.005未満

16 硫化物 mg/l 0.05以下（硫化水素として） 0.01未満

17 セレン mg/l 0.01以下 0.002未満

18 ほう素 mg/l 30以下（ほう酸として） 0.05未満

μs/cm ― 39.5

※検査結果の未満とは計測機器の最小目盛で検知できない場合。

№　　13180117

　　平成　　14年　　1月　　28日　に、当検査所に依頼された水質検査の結果は

試験検査結果書

導電率

判定 上記項目についてはミネラルウォーター類の原水に関わる基準に適合。

備考 ―

採取年月日 平成　　14年　　1月　　28日

採取場所 三富村徳和119

検査項目

9 mg/l 10以下 0.26

田中商事 　　　様

社団法人

山梨県食品衛生協会

甲府市国母6-5-1

　　下記のとおりです。

〒　　183-0052

東京都府中市新町3-27-7
食品衛生法による厚生労働大臣指定検査機関

水道法による厚生労働大臣指定検査機関

平成　　14年　　2月　　1日



注

沈殿物又は固形の異物

大腸菌群

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

細菌数

真菌（カビ）

　 　 　

　 　 　

　 　 　

水道法による厚生労働大臣指定検査機関

社団法人

山梨県食品衛生協会

甲府市国母6-5-1

[備考]　　　成分規格の上記項目については[清涼飲料水の成分規格」に適合

　　　　　　指導項目については[山梨県ミネラルウォーター製造管理指導要綱」の基準に適合

　　平成　　14年　　1月　　28日　に、当検査所に依頼された試供品について

　　試験検査した結果は下記のとおりです。

　　なし

試　　験　　結　　果

　　１mlあたり　　　　　　０

　　100mlあたり　　　　陰性

[試験検査方法]

　　陰性

付 　帯 　事 　項

試験検査成績書

試　供　品　名　称 　乾徳山の水　　18L（ナチュラルミネラルウォーター）

試　験　項　目

成
分
規
格
項
目

指
導
項
目

試　験　検　査　結　果

　賞味期限　　　15．　　１．　２８．

〒　　183-0052

東京都府中市新町3-27-7

田中商事 　　　様

食品衛生法による厚生労働大臣指定検査機関

平成　　14年　　2月　　1日


